
「いきいき安心プランⅤまつど（第 7 期高齢者保健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画）」（案） 

パブリックコメント（意見募集）手続きの実施結果を公表します。 

 

「いきいき安心プランⅤまつど（第 7 期高齢者保健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画）」（案）の策定にあたり、

市民の皆さまからご意見を募集したところ、21 名の方からご意見をいただきました。ご意見の提出有難うございま

した。 

お寄せいただいたご意見を整理し、市としての考え方をまとめましたので、お知らせいたします。 

なお、計画書の修正如何に関わらず、今後の計画遂行の上で、いただいたご意見に十分留意してまいりたい

と考えておりますので、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

パブリックコメント手続き実施結果の概要 

1. 意見募集期間 平成 27 年 2月 1日（日）～平成 27年 2 月 28 日（土） 

また、平成 27 年 1 月 30 日（金）の市民説明会にて提出いただいた計画に対する意見も対象

として考慮（ただし、説明会自体に対する意見を除く） 

2. 意見提出者数 21 名 

3. 意 見 件 数 48 件 

4. 意 見 内 容 下記のとおり 

№ 項目 意見（全文） 市の考え方 
修正

有無

1 目次 第 3 章と第 4 章の順序は逆にすべき。

「計画目標」があり、それを実現するた

めの「計画事業」があると考えるべき。 

当然、計画目標に直接リンクしない、

義務的事業があるだろうが、「事業あり

き」の考え方は改めるべき。 

計画書は、「『なに』を『どれだけ』目指

す」という構成となっております。 

ただし、事業は、達成したい目的に対す

る手段であり、目標はその達成基準や尺

度となるものと解釈しております。 

なし 

2 第 1 章計画策

定について 

「地域包括ケア」についての定義がな

く、第 2 章、第 3 章においても十分には

理解できない。目的や概要など、定義・

説明が欲しい。 

8 頁「第 6節 計画が目指す将来像（ヴ

ィジョン）」にて示しておりますとおり、

重度な要介護状態となっても住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、医療、介護、

予防、住まい及び生活支援の一体的な提

供を目指し、「利用者本位、高齢者の自立

支援、利用者による選択（自己決定）」に

基づく自立支援の仕組みが確立している

社会の姿が、その概念となっております。

なし 

3 第 1 章第 6 節

計画が目指す

将来像（ヴィ

ジョン） 

「地域づくり」について、国の財源の

事情で、「地域づくり」に方向転換してき

たと感じる。現実問題として、必要と言

わざるを得ない。 

同時に、戦後「核家族」化がずっと日

本の進んできた道だった。国民は欧米文

化に憧れ、国は住宅・土地税政で「核家

族」化を推進した。それが現在では「核

関連事業を所管する部署または機関な

どとの連携強化を図ってまいりたいと考

えております。 

なし 



家族」を通り過ぎ、「核」だけ残り、家族

が失われている地域ができつつある。 

厚労省の施策も大事だが、「家族」で地

域に住み続けられるような 2世帯、3世帯

の家族で生活、支え合える住宅政策はど

うあるべきなのか、長期的視点の計画が

必要だ。 

現状では、老々支援が増え、松戸市内

でも限界村落が出現することになる。住

宅・保険・地域の複合的な政策が必要。 

4 第 1 章第 7 節

2.費用負担の

公平化 

所得に応じて費用負担を見直すことは

「公平化」ではなく、「応分化」ではない

か。そうでなければ、所得変動がない負

担は「不公平」の扱いとなる。 

国による制度改正の概要説明を主とす

る節のため、国の資料の表現に合わせて

おりますが、一定以上の所得のある方に

「応分」の負担をしていただくことによ

り、高齢者世代内の負担の「公平化」を

図るものである旨、示されております。 

なし 

5 第 1 章第 7 節

2.⑴低所得者

の第 1 号保険

料の軽減強化 

「一定以上の所得のある利用者の自己

負担は 2 割に引き上げ」は低所得者対策

ではない。「応分負担による自己負担の引

き上げ」として独立した項にすべき。 

ご意見を踏まえ、将来的な保険料の上昇

をできる限り抑えるための改正として、

「保険料の上昇抑制に向けた負担見直

し」といたします。 

あり 

6 第 3 章計画事

業 

すぐやる課を全国的に有名になったよ

うに、早期実施のメリットを生かしなが

ら、全国に先がけてコーディネート体制

で実施に入るべし。 

ご意見を踏まえ、事業実施に努めてまい

りたいと考えております。 

なし 

7 第 3 章計画事

業 

本計画独自の事業と関連計画の事業

が、同列扱いで混在している。本計画事

業と関連計画事業とは章立て（章または

節）を変えるべきである。理由を以下に

述べる。 

1）関連事業は、高齢者や介護以外も対

象となる事業内容でもあり、高齢者・介

護視点での内容評価がしづらい。 

2）本計画の進行管理の 2付属機関が責

任を持つのは、本計画独自の事業であろ

う。 （関連計画は別途機関が責任をもつ）

よって、責任範囲を明確化する意味合い

がある。 

3）根拠法令では「関連計画との調和」

が求められているのであって、「一体」で

はない。（一体が求められているのは、本

計画独自事業である 2計画のみ）よって、

別立てであっても法令に反したことには

ならない。 

医療・介護・予防・住まい・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を目指すという観点から、本計

画独自事業と関連計画事業ともに、基本

的には、目的（事業内容）別に節を組み

立てております。 

ご意見の評価及び責任範囲の明確化な

どにつきましては、連携の中で、個別に

配慮させていただきたいと考えておりま

す。 

なし 



8 第 3 章●計画

事業体系 

本計画からの新規事業は、太字または

網掛けなどの強調表示をしていただくと

わかりやすい。 

ご意見を踏まえ、今期計画から新たに掲

載された事業及び平成27年度からの介護

保険制度改正に伴い、事業内容に新たな

取組みなどが加わった事業につきまし

て、注釈を添付いたします。 

あり 

9 第 3 章●計画

事業体系 

各事業と計画目標との関連を関連図手

法などで明示してほしい。 

目標達成が、計画事業によって達成で

きるか否かの判断（計画前、計画期間中

での）に有効である。付属機関委員によ

る評価も行いやすいのではないか。 

第 3章にて事業ごとの目標として、各年

度の方向性を示しております。 

なお、ご意見を踏まえ、より適正かつ効

率的に計画評価を行うことができるよ

う、引き続き検討してまいります。 

なし 

10 第 3 章第 1 節

地域包括ケア

を支える組織

の拡充 

文脈から「地域の代表は町会長・自治

会長」とあるが、これらの方々全てが地

域を代表したものではない。それは、町

会・自治会の組織率を見ればわかるし、

また市民への公平なサービス提供の意思

決定を個人に託していい事にはならな

い。地域ケア会議も含め、もっと幅広い

意見集約のための組織化が望まれる。 

限定しないよう「地域の代表である町

会・自治会長など」と表現いたしており

ます。 

地域包括支援ネットワークの構築に向

け、幅広い意見聴取や活動連携を図って

まいりたいと考えております。 

なし 

11 第 3 章第 1 節

地域包括ケア

推進事業 

「いきいき安心プランⅤまつど」の「地

域包括ケアシステム」の構想には、大き

な期待を抱きました。 

「高齢者が住み慣れた地域で、健やか

に安心して生活ができるようにする」た

めには、地域包括ケアシステムの構築が

その要であると思います。 

介護が必要になった時に訪問介護・看

護サービス（24 時間対応）を受けながら、

自宅に於いて生活できるシステムを開

発・整備することと、支援サービスをコ

ーディネートする機関・地域包括センタ

ーの充実・強化が期待されています。 

高齢者が「要介護」状態になっても、「在

宅介護」を基本にして、必要に応じて通

所サービスや短期入所介護サービスを活

用しながら、高齢期の人生を自宅で全う

することができないかと願っています。 

在宅介護は「何が大変なのか」、「どう

すれば可能になるのか」。 

この重要な課題について、これまで突

っ込んだ議論はあまりされて来なかった

ように思えます。介護の実状を見聞きし

ていると、介護を受ける当事者の想いや

ご意見を踏まえ、関係機関との連携及び

市民の皆さまと協働による地域包括ケア

システムの構築に向け、計画を遂行して

まいりたいと考えております。 

なし 



尊厳よりも、介護者と介護サービス提供

者側の都合が優先しているように感じら

れます。 

「2025 年問題」を目前にして、今日こ

そ、「団塊の世代」の人々が自らの課題と

してこの問題について議論し、介護サー

ビスの重点化と効率化について合意形成

を図って行かなければならない時である

と思っています。 

市のリーダーシップによって、この事

業を実現するために市民と協働して推進

していくことを切に願っています。 

その一つは、「地域包括支援センターを

中心とした地域包括ケアシステムの構

築」であると思います。 

12 第 3 章第 1 節

地域包括ケア

推進事業 

第 2 章第 1 節人口推計と人口構造の 22

から 23 頁より、松戸市内各日常生活圏域

（地域包括支援センター）により、高齢

化率に差異がみられるようです。 

たとえば平成29年の高齢化率は東部地

区で 20.3％に対し、常盤平団地地区では

47.9％であり、後者は 2.36 倍です。地域

包括ケア推進事業において松戸市各日常

生活圏域毎に年齢構成などその地域の特

性に合ったプラン作りが必要となると考

えます。 

日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施

して、地域の課題・ニーズを正確に把握

していくことが必要と考えます。 

独居世帯の多い地区では孤独死の対策

が必要です。 

どの圏域に、どのようなニーズを持っ

た高齢者がどの程度生活しているのかを

きちんと把握して過不足なく介護サービ

ス基盤を整備することが大切です。 

また常盤平団地地域などは高齢化率が

増え続けるのを看過するのではなく、松

戸市まちづくり部住宅政策課の大規模団

地等検討事業や UR、団地自治会等と連携

して団地の再生化を図り、若い世代を呼

び込み、多様な世代が暮らすことで町の

活性化や介護の担い手の問題の解決や団

地自治会の活性化につながると考えま

将来的に日常生活圏域単位での設置を

検討している協議体におきまして、地域

ごとに異なる問題の解消や地域の特性を

考慮した施策の推進などに関する調査、

分析及び協議に基づき、対応してまいり

たいと考えております。 

また、関連事業を所管する部署または機

関などとの連携を図ってまいりたいと考

えております。 

なし 



す。 

13 第 3 章第 1 節

地域包括ケア

を支える組織

の拡充 

はつらつクラブ（老人クラブ）との連

携をうたっているが、組織率 10％未満の

組織に期待する必要はないし、頼ると大

勢を見誤ることになりかねない。本来は、

先の「地域のしくみづくり検討・検証委

員会」が答申した「地域協働体」および

「地域協議会」の一部機能であると思う。

議会の反対により頓挫している現状で

は困難さがあると思いますが、がんばっ

て地域包括ケアの組織化を進めていただ

きたい。 

高齢者が自らの生きがいや健康維持に

努めていただき、また、地域の一員とし

て、高齢者同士でも介護予防の支え合い

を担っていただきたいと考えておりま

す。 

なし 

14 第 3 章第 1 節

1.⑵地域ケア

会議の開催 

地域ケア会議で決められた共通の内容

など、その都度公表することにしたらど

うでしょう。 

繰り返し市民に情報を伝えることで、

様々な人々が連携していることを認識し

ていくと思うのです。 

松戸市地域ケア会議は、公開の会議で傍

聴することができ、資料は松戸市行政資

料センターで閲覧することができます。 

なし 

15 第 3 章第 1 節

1.⑵地域ケア

会議の開催 

「第 1章 計画策定について」で地域ケ

ア会議の明確化をコメントしたが、後刻、

パブコメ募集中に第 1 回会議が開催され

ていることを知った。であれば、条例も

しくは要綱があるはず。それを資料提示

して欲しかった。 

近隣市では、会議の構成員が医療・保

険・介護関係者以外が地区社協会員とな

っていた。松戸市では、そのような愚は

おかさないと思うが、地区社協会員は、

市民の代表ではないことを思慮すべきで

ある。 

地域ケア会議につきましては、松戸市地

域ケア会議等設置要綱に基づき、学識経

験者、保健医療関係者、介護福祉関係者、

地域包括支援センター職員、地域関係者、

警察関係者、消防関係者及び市職員など

を構成委員として設置いたしておりま

す。 

地域ケア会議の主な役割などにつきま

しては、「第 3章第 1節 1.⑵地域ケア会議

の開催」にて記載いたしております。 

よって、要綱は掲載いたしておりませ

ん。 

なお、松戸市地域ケア会議は、公開の会

議で傍聴することができ、資料は松戸市

行政資料センターで閲覧することができ

ます。 

なし 

16 第 3 章第 1 節

1.⑶地域包括

支援センター

の拡充 

地域包括支援センターの人員を増員し

ていくという点は良いことだと思いま

す。 

ただ現在職員の方の離職率が高く、募

集してもなかなか集まらないというとこ

ろでは、現場の声を丁寧に聞いていく仕

組みがあるといい。 

後方支援をしていく基幹型地域包括支

援センターの設置が平成 29 年度なので、

地域包括支援センターの職員が長く働

き続け、地域の一員となり、地域包括ケ

ア体制の構築を推進していくためにも、

地域包括支援センター職員を増員し、地

域の実情を踏まえ人員確保などができる

よう努めてまいります。 

同時に、最新の情報や各地域包括支援セ

ンター職員同士の連携の場を積極的に提

供するなど、市のバックアップ体制をと

なし 



それまでの 2 年間も、職員の方が辞めな

いように、支援し、育てていく方法を何

か考えていっていただきたい。 

数を増やすと共に「センターを担う人

材の育成、支援」も大事にしていくとい

うのが伝わるような文言がはいっている

とよりいいと思います。 

りながらセンター職員の人材育成、質の

向上に努めてまいります。 

17 第 3 章第 1 節

1.⑶地域包括

支援センター

の拡充 

少ない（増員は決まっているらしいけ

れど）人員で活動しなければならないセ

ンターの役割（ノルマ）が多いように思

います。 

一番大切なことは何なのか、一番必要

なことは何なのかは、一律に決めないこ

とと思うのです。そうでなければ、住民

の求めに添った対応にまでは実現しにく

いのではないでしょうか。 

地域包括支援センターの業務内容は、介

護保険法第 115 条の 46 により、総合相談

業務・介護予防ケアマネジメント業務・

権利擁護業務・包括的継続的ケアマネジ

メント業務が定められております。 

確かに、高齢者の様々な相談を受け付

け、地域のネットワーク構築の中心とし

ての役割を持つということは多くの労力

と時間を必要とする業務であると認識し

ております。 

増え続ける高齢者に対応するために、市

としては今後も地域包括支援センターを

サポートする体制をとってまいりたいと

考えております。 

なし 

18 第 3 章第 1 節

3.在宅医療と

介護の連携強

化 

「在宅医療・看護の充実と在宅介護の

連携とその強化」は、要介護高齢者にと

って最も重要な問題です。 

 高齢者とその家族にとっては、高齢

になって病で倒れ介護が必要になった時

を考えると、「医療・看護・介護が連携し

たケアシステム」が地域になければ不安

で、結局は「施設入居」へ志向せざるを

得ないのが現実です。 

この「医療・看護・介護が連携した地

域ケアシステム」の構築を市と医師会が

連携し協働して推進して行くことは、地

域高齢者の切なる願いであると同時に市

民全体の願いであります。市の積極的な

リーダーシップを期待しています。 

ご意見を踏まえ、医療・看護・介護が連

携した地域包括ケアシステムの構築に向

け、関係機関との連携を密に図ってまい

りたいと考えております。 

なし 

19 第 3 章第 1 節

3.在宅医療と

介護の連携強

化 

在宅医療・介護連携支援センターを別

個に独立してセンターを作ると案があり

ますが、すでに、包括支援センターの中

に組み入れていますね。 

独立することによって、より細かいサ

ービス、相談が受けられるのでしょうか、

また、包括支援センターの負担も少な

現在、在宅医療・介護連携支援センター

は設置されておらず、必要に応じて市内

医療機関と地域包括支援センターが連携

を図っております。 

今後、ますます増加する高齢者の多様な

需要に対応していくため、在宅医療・介

護連携を推進してまいりたいと考えてお

なし 



くなるのでしょうか？ ります。 

20 第 3 章第 1 節

3.在宅医療と

介護の連携強

化 

24 時間・365 日在宅医療介護サービス

提供体制の構築が本当に実行されるのか

非常に心配するところです。ぜひ、医師

会に要望して下さい。 

「24 時間 365 日のサービス提供体制の

構築」について、三師会（松戸市医師会、

松戸歯科医師会及び松戸市薬剤師会）と

の協議、連携を中心に、できる限りの早

期実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

なし 

21 第 3 章第 1 節

3.⑹24 時間

365 日の在宅

医療・介護サ

ービス提供体

制の構築 

松戸市の医療連携は進んでいると言わ

れていますが、在宅医療、介護施設での

医療においての高齢者が土・日を避けて

病むわけにはいかず、独居などとなると

戦いです。 

「24 時間 365 日のサービス提供体制の

構築」が一日でも早く実現することを望

みます。 

「24 時間 365 日のサービス提供体制の

構築」における課題を解消するため、三

師会（松戸市医師会、松戸歯科医師会及

び松戸市薬剤師会）との協議、連携を中

心に、できる限りの早期実現を目指して

まいりたいと考えております。 

なし 

22 第 3 章第 1 節

5.⑷松戸市障

害者計画（第

2次）・松戸市

障害福祉計画

（第 4 期）と

の連携 

高齢という一つの枠には、加齢に伴う

方と障がい者もたくさんおります。 

この障がい者の高齢者と地域の障がい

者も含めたサービスの展開を視野に入れ

ていただきたく強く願いたいです。 

障がい者が高齢になった時、高齢者サ

ービスの担い手（人員）には、「障がい」

に対しての理解がとても乏しい現状があ

ります。 

松戸市としても、このサービス、理解

の乏しい部分を担う事業者、団体にも、

どうか視点を向け指示していただきたい

です。多様なサービスの中に…。 

私も、これから地域の障がいを抱えて

いる方、高齢者を対象にするサロンやサ

ービスのできる事業所の立ち上げを考え

ています。立ち上げ協力する地域の事業

所へは、支援を財政面でもお願いします。

障害をお持ちの高齢者施策につきまし

ては、松戸市障害者計画及び松戸市障害

福祉計画との連携を図りつつ、効果的・

効率的な事業の推進を図ってまいりたい

と考えております。 

地域の事業所への支援につきましては、

今後の介護予防・日常生活支援総合事業

の実施に向けた協議体による検討を踏ま

え、効果的・効率的な事業の推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

なし 

23 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

1.地域づくりという視点が重要 

2.中でも、新地域生活支援サービスに

ついて、協議体、コーディネーター、携

わるボランティアの拡充と研修、これら

をどう進めていくかがポイントと思う。 

3.NPOと社協と町内会が上記2の基本構

成要素だろう。順次計画は進められてい

くだろうか。 

協議体の前に研究会等の顔合わせを早

期にやる必要があると思う。 

今後の介護予防・日常生活支援総合事業

の実施に向けた協議体による検討を踏ま

え、効果的・効率的な事業の推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

なし 



24 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

1.ネットワークが必要といっています

が、ボランティアグループ（いきいきサ

ロン、茶飲み会）等にどのように把握し

ていこうとしているのか。 

2.安心電話や緊急電話等、一元的に推

奨できるものがあるのか。3.高齢者支援

相談員会に入っているが、松戸市全体と

して、どのように進めようとしているの

か。 

1.地域包括支援センターにおきまして

も地域の高齢者の支援に携わっていただ

ける組織の把握を進めているところで

す。 

今後は、地域ケア会議などでそのような

組織についての情報を集めつつ、把握し

ながら継続した支援を行ってまいりたい

と考えております。 

2.あんしん電話につきましては、現在、

松戸市医師会におきまして、普及活動や

対象者支援が行われております。 

また、緊急通報装置につきましては、松

戸市で実施いたしております。 

今後は双方の利用状況を把握しながら、

一元化できるかどうかの検討を行ってま

いります。 

3.高齢者支援連絡会につきましては、地

域における見守り・声かけを担っていた

だく組織として今後もご活躍していただ

けるような体制づくりを行ってまいりま

す。 

なし 

25 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

地域包括支援センターの土曜日休館、

午後 5 時閉館は、本当の市民相談場所に

なっていないように思う。 

また、町内に安否確認できない人がい

ても、市が協力してくれないことがあっ

た。災害の時のためにも、高齢者の把握

は町会で把握できるように、市の協力を

お願いしたい。 

地域包括支援センターや地域、ボラン

ティアの協力を頼りにしているのなら、

市がもっと歩み寄る必要があるのではな

いか。 

地域包括支援センターの運営体制及び

自治会・町会との連携につきましては、

今後の介護予防・日常生活支援総合事業

の実施に向けた協議体による検討を踏ま

え、地域包括支援センター運営協議会で

効果的・効率的な事業の推進を図ってま

いりたいと考えております。 

なし 

26 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

五番街では、高齢者対策委員会が平成

13 年から始まり、平成 15 年から活動し、

ふれあいセンターも開設し、サロン、声

かけ、話し相手、コミュニティカフェ等、

会食（カレーを食べる会）等、行われて

いるが、この先、常設のサロンの開設等

を考えているが、市の助成（ex.家賃、光

熱費、食材等、スタッフの援助費）はあ

るのか。 

いろいろなサービスを考えても、どん

市の助成などの支援策につきましては、

今後の介護予防・日常生活支援総合事業

の実施に向けた協議体による検討を踏ま

え、効果的・効率的な事業の推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

なし 



な場合も運営資金不足があるのが現状で

ある。 

27 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

要支援 1 と 2 の 1 人暮らしの方の多様

なサポートは、特に今以上に手厚くしな

いと希望持てない、孤独死が増加するの

ではないか、閉じこもりのない生活を地

域ぐるみで進める重要性、要支援 1、2以

前の 1 人暮らしをどう支えるかを考えて

いきたい、何かできるか…。 

行政とボランティアのつながり、丸投

げにならないシステムを作る。土・日の

包括センターオープンにできるよう、名

称をコロコロ変更するのはどうかと思

う。名前より定着して認識されるように

安心して普通に利用できるようなシステ

ムが大事です。 

要支援1と2の1人暮らしの方の多様な

サポートにつきましては、今後の介護予

防・日常生活支援総合事業の実施に向け

た協議体による検討を踏まえ、効果的・

効率的な事業の推進を図ってまいりたい

と考えております。 

また、あわせて、地域包括支援センター

の運営体制につきましては、地域包括支

援センター運営協議会で検討してまいり

ます。 

なし 

28 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

薬剤師です。認定審査会（2次判定）で

は、要支援 1、2の 1次判定では、かなり

の時間を要しています。それは、不安定

なもの、医療上の問題、薬による問題が

大きく絡んでくるからです。 

それをたった25項目で判断するとなる

と、その精度に対しての意見が多くなる

と思います。 

25 項目のチェックが良いのか？その内

容は？という議論になるということで

す。時間をかけた議論をお願いします。 

要介護 4、5は状態からベッド上ですの

で、認定 2次審査は不要でしょうから、1

人 2 万円の審査費用の削減であれば、あ

りと思います。 

Web での審査も踏まえて、25 項目での

暫定は OK としても、きちんとした判断が

必要になると思います。 

また、生活支援サービスの面では、医

療・介護のそろったドラッグストアの活

用もお願いします。 

地域包括支援センターなどの相談窓口

における判定につきましては、基本チェ

ックリストのほか、当然ながら、専門職

による面談にて、心身状態の聴き取り及

びアセスメント審査などを十分踏まえた

上で、行ってまいります。 

なし 

29 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

地域福祉の充実は、地域住民のパワー

に期待せざるを得ない状況にある。その

中で、行政としては、国からの指導に基

づき、種々の施策が展開されるのは望ま

しいが、現状としては、現場と遊離した

中で展開されていたり、縦割の弊害で責

松戸市総合計画実施計画における行政

評価の取り組みと併せて、行政による進

捗管理及び評価を行ってまいりたいと考

えております。 

なお、ご意見を踏まえ、より適正かつ効

率的に計画評価を行うことができるよ

なし 



任の所在が明確でないことが多い。達成

度に対しての評価がない。プランごとに

達成度の評価は是非公表できるような仕

組みづくりをお願いしたい。 

また、地域のボランティアとしての活

用には費用もかかるので、制度としての

見直しを進めてほしい。 

う、引き続き検討してまいります。 

30 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

地域の体操教室を早急に検討していた

だきたいです。 

半年間限定だけでなく。半年間（昨年

12 月末まで）実施していましたが、半年

間限定（松戸市高齢者支援課）のため終

わりました。 

希望者のみでも対応してほしいです。 

地域の体操教室などにつきましては、今

後の介護予防・日常生活支援総合事業の

実施に向けた協議体による検討を踏ま

え、効果的・効率的な事業の推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

また、地域におきましては、自宅でも続

けられるような体操の紹介や仲間づくり

を目的に、地域包括支援センターが主催

した体操教室を実施いたしております。 

そちらにつきましても、内容の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

なし 

31 第 3 章第 3 節

2.介護予防の

推進 

通所と訪問は総合事業とのことです

が、支援 1、2の方は認定を受けているた

め、給付、利用が的確と判断された方（認

定を受けていない）は、総合事業という 2

本立て（要介護者以外）ということでし

ょうか。 

総合事業は主に地域包括支援センター

が担当のようですが、近隣デイや訪問に

分け隔てなく紹介していただけるのでし

ょうか。 

介護職の賃金低改善の処遇改善加算

は、現場で働く人のみで生活相談員は除

外でしたが、今回、施策はありますか。 

私もですが、生活相談員＋現場で働く

方は多くいらっしゃると思います。義務

金額も定めないと実質ほとんどないのに

処遇改善ありますといっている会社もあ

ります。 

通常規模型（＋サロン）、通所介護事業

所（＋教室）等で A＋B や B＋C 等複合的

に営業することは可能か。 

要支援の通所介護と訪問介護は総合事

業に移行されます。 

認定の更新時に、通所介護と訪問介護の

みの利用の方は、順次、介護申請ではな

く基本チェックリストによる判断で「事

業対象者」に切り替わっていきます。 

訪問看護や福祉用具などを利用してい

る方は、要支援認定を受けていただきま

す。 

平成 27 年 4 月スタート時点では、従来

の介護事業所は、総合事業のみなし指定

となりますので、介護報酬の請求方法な

どは変わりますが、利用者の方は、従来

どおりの事業所で従来どおりのサービス

を受けることができます。 

処遇改善加算は、拡大される予定です

が、基本的には現行の加算の仕組みを維

持しつつ、さらなる資質向上に向けた取

組みを進めることを目的に改正されるも

のです。 

したがいまして、対象者につきまして

は、現行どおり変化はないと思われます。

多様なサービスの例えば A（緩和した基

準のサービス）のように通常の介護事業

所で人数の基準を緩和したサービスを提

なし 



供するなど、事業所として複合的に実施

することは可能となりますが、異なるサ

ービスの利用者が混在しないよう配慮が

必要となります。 

32 第 3 章第 3 節

2. ⑵ 介 護 予

防・日常生活

支援総合事業

における生活

支援体制の整

備 

「生活支援コーディネーター」は、新

たに別の組織をつくるのではなく、現存

の各地区「高齢者支援連絡会・相談協力

員」をこのコーディネーターとして任用

し、地域の「協議体」の中核を「地域包

括センター」に設置すれば、今日までの

活動の実績と経験が活かされ、地域の生

活支援体制を速やかに構築できると考え

ていますが、ご検討を頂きたいと思って

おります。 

ご意見を踏まえ、「協議体」の運営体制、

「生活支援コーディネーター」の選任な

どにつきましては、十分検討してまいり

たいと考えております。 

なし 

33 第 3 章第 3 節

2.⑷②ⅱ住民

主体による支

援 

自治会・老人会が行う訪問型支援に対

し、初期費用を援助すると書いてあるが、

すでに活動している団体には当てはまら

ない。活動費の一部を補助すると改めて

ほしい。 

限定しないよう「初期費用など」と表現

しておりましたが、ご意見を踏まえ、「市

は、事業の実施形態を考慮しつつ、その

費用の一部を助成します。」といたしま

す。 

あり 

34 第 3 章第 4 節

3.認知症対策

の推進 

68頁 3.認知症対策の推進の下から2行

目の「…ネットワークづくりを念頭に置

き」の後に下記の文章を入れていただけ

るといいと思います。 

「認知症の方を支える家族やご本人が

何を望み、何に困っているかの焦点に立

った」を追加願います。 

これからの認知症対策は、当事者を真

ん中に置いた対策や取り組みを期待しま

す。 

「認知症になっても安心して暮らせる

街♡まつど」を目指す上で、家族への支援

も推進しておりますので、ご意見を考慮

し、「認知症の本人や支える家族が何を望

み、何に困っているのかという視点に立

ち、」を追記いたします。 

あり 

35 第 3 章第 5 節

1.⑶低所得高

齢者への対策  

「自立した生活を送ることが困難な低

所得、低資産の高齢者を対象に、空き家

などを活用した住まいの支援」とあるが、

低所得者向け住まいの支援は、高齢者に

は限ってではない。 

また、そのような生活支援は保健事業

の範疇ではないと考える。 

国におきましては、低所得高齢者等住ま

い・生活支援の推進につきまして、拡充

を図っているところでもあるため、本市

の取組みにおきましても、研究、検討し

てまいりたいと考えております。 

なし 

36 第 3 章第 6 節

防災・防犯・

交通安全事業 

いずれの事業も関連計画の紹介内容で

しかない。高齢者福祉、介護サイドの計

画として、他計画に対してどのような行

動をとるかを明記すべき。それが、本計

画の事業であり、進行管理の対象となる

と考える。 

関係機関及び部署とは、より密に情報共

有を図り、必要に応じ、事業連携を推進

する中で、目的の達成につなげてまいり

たいと考えております。 

なし 

37 第 3 章第 6 節 （関連計画の事業であり、パブコメの ご意見を踏まえ、地域での情報共有を図 なし 



1.⑴避難行動

要支援者など

の避難支援体

制の整備 

対象になるか、不透明ではあるが）本計

画の目的から考えると、事業内容は、行

政（高齢者支援課ほか）による、体制の

把握と整備ではなかろうか。要支援、要

介護者の把握は、当該部署が把握してい

ることが理由である。 

進んでいる場所は、要支援者ごとに複

数の支援者をアサインするなど実効のあ

る体制を構築している。 

他方、わが町会のように、要支援者名

簿を町会長と民生委員の 2 名がもってい

るだけで、実効性のない体制のところも

ある。 

このような格差をなくすために行政が

活動するなら、本計画にいれる意味はあ

る。 

り、地域での体制づくりを進めるよう努

めてまいりたいと考えております。 

38 第 3 章第 6 節

2.⑴松戸市警

防ネットワー

クの推進 

（関連計画の事業であり、パブコメの

対象になるか不透明ではあるが）本ネッ

トワークは長らく 3 地区でしか運用され

ていない。市内での受益格差があること

を示している。対象地域拡大を申し入れ

る、あるいは本計画から除外する等が本

計画の役割ではないか。 

その他、防犯については、高齢者に特

化していない事業内容が多い。 

市民全般に対する防犯事業を推進して

いる中、高齢者をねらった犯罪も発生し

ていることから、被害の減少を目指し、

必要に応じて、今後も関係機関及び部署

と相互に連携を図ってまいりたいと考え

ております。 

なし 

39 第 3 章第 8 節

3.⑷②低所得

の施設利用者

の食費、居住

費補てん「補

足給付」追加

要件 

預貯金把握についての制度設計の記述

がない。預貯金口座へのマイナンバー登

録が義務づけされていない現在、その制

度設計は重要である。 

申告制のみなど「正直者が馬鹿をみる」

ものであってはならない。 

不正請求に対する厳罰化もあわせて検

討すべき。 

預貯金の勘案につきましては、申請時の

自己申告によるものとなりますが、金融

機関への照会も可能となり、必要に応じ

て実施できることとなる予定です。虚偽

の申告による罰則は、給付した額の返還

に加えて加算金を課す予定です。 

利用には申請が必要となりますので、申

請時に必要書類の記入とともに説明をし

てまいります。 

なし 

40 第 3 章第 11

節 計 画 の 評

価・推進事業 

付属機関への定期報告については記載

があるが、肝心の、行政による「進捗状

況の点検、分析及び評価」について述べ

ていない。 

これまでの、マネージメントで計画目

標が達成できていれば、さほど問題には

ならないが、前のいきいき安心プラン 4

でも未達成が多々ある。着実な計画推進

のために、PDCA マネージメントサイクル

松戸市総合計画実施計画における行政

評価の取り組みと併せて、行政による進

捗管理及び評価を行ってまいりたいと考

えております。 

なお、ご意見を踏まえ、より適正かつ効

率的に計画評価を行うことができるよ

う、引き続き検討してまいります。 

なし 



などのマネージメント手法を導入するこ

とを明記すべき。 

41 第 3 章第 11

節計画の評価 

計画の評価については、参加者のアン

ケートをとってほしい。また、地域包括

支援センターを通して、その後のケアを

行った人には、定期的に意見を聞いてほ

しい。できれば第三者に意見を聞いても

らうのが好ましい。 

松戸市総合計画実施計画における行政

評価の取り組みと併せて、行政による進

捗管理及び評価を行うとともに、ご意見

を踏まえ、より適正かつ効率的に計画評

価を行うことができるよう、市民の方々

からご意見をいただく方法なども含め

て、引き続き検討してまいりたいと考え

ております。 

なし 

42 第 3 章第 11

節 1.付属機

関 に よ る 推

進・評価 

高齢者保健福祉推進会議の委員任期を

計画期間にあわせて 3 年としたことは、

良いことと思う。それであれば、介護保

険運営協議会も同様にすべき。条例改正

や現委員の残存任期も問題もあるが、解

決可能であろう。 

介護保険運営協議委員の任期について

は、協議会のあり方とともに研究・検討

してまいります。 

なし 

43 第 4 章計画目

標 

本計画独自の計画目標と関連計画の計

画目標が、同列扱いで混在している。 

本計画独自の目標と関連計画の目標と

は章立て（章または節）を変えるべきで

ある。理由は、「第 3 章 計画事業全般」

と同じ。 

医療・介護・予防・住まい・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を目指すという観点から、本計

画独自事業と関連計画事業ともに、基本

的には、目的（事業内容）別に節を組み

立て、目標を設定しております。 

なし 

44 第 4 章第 1 節

2.健康づくり

の推進 

高齢者向けの保健事業として「肺炎球

菌感染症予防接種」があるが、サービス

目標への追加を提案する。 

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は、平

成 26 年 10 月から定期予防接種として始

まり、松戸市独自の事業として定期予防

接種対象者を除いた65歳以上の方も対象

としています。 

 ただし、公費助成で対応できるのが、

定期及び市独自の対象者とも現在のとこ

ろ一生に 1 回限りとなっており、今後接

種率は年々減少していくものと考えられ

ます。 

よって、インフルエンザ予防接種のよう

に毎年実施するものではなく対象者の特

定も難しいことから、現時点ではサービ

ス目標としてとらえることは適当ではな

いと思われます。今後の経過を見た上で

検討してまいりたいと考えております。 

なし 

45 第 4 章第 1 節

4.⑴①介護サ

ービス 

居宅サービスの利用者数は、各サービ

スの利用者数であろうから、居宅介護者

の実員数を示していないと考える。実員

数の掲載を求める。 

利用者に関する数値につきましては、

様々な統計資料があり、実員数につきま

しても、重要な数値として捉えておりま

す。 

計画書案では、計画の策定に際し、保険

なし 



料を算定する必要があり、基礎数値とし

て、サービス見込み量を記載いたしてお

ります。 

46 第 4 章第 2 節

5.介護保険施

設などの設整

備 

特養の床数を毎年100～200床増やす計

画になっているが、現在の入所待ち人数

を考慮すると、この特養制度はすでに破

綻しているといえる。障害者以外の特養

施設利用者への保険給付を減らし、在宅

介護の充実を図る政策に転換すべきと考

える。 

特別養護老人ホームなどの施設整備に

ついては、いわゆる団塊の世代が全て後

期高齢者となる 2025 年（平成 37 年）を

見据えた長期的な視点に立って計画的に

実施していく一方、在宅生活の限界点を

上げるための生活支援サービスも充実さ

せてまいりたいと考えております。 

なし 

47 第 4 章●第 6

期の所得段階

別介護保険料 

松戸市介護保険料の問題は、近隣自治

体に比べ「基準額に乗じる割合」が相対

的に大きく、所得に対する累進性が高い

ことである。 

所得には所得把握格差がある。クロヨ

ンなどと呼ばれ、給与所得者や厚生年金

所得者の所得はほぼ 100％把握されるが、

自営業者や農業従事者などは約半分以下

といった不公平である。 

不公平を増大させないためにも、基準

額を引き上げてでも、せめて近隣市並に

すべきである。 

所得の把握につきましては、所得未申告

の方には申告の勧奨をしておりますが、

申告済みの方につきましては、市税情報

をベースにしております。 

保険料基準額などにつきましては、負担

感を公平にすることや近隣市の状況など

を踏まえながら設定いたしております。 

なし 

48 第 5 章第 3 節

介護保険施設

等従事者・事

業供給主体ア

ンケート調査 

介護保険施設等従事者調査、介護保険

事業供給主体調査の回答率が 50％未満。

経営者・管理者向けも 60％強。介護の事

業者や介護従事者が対象であることを考

えると、著しい低回答率である。 

この事について、何の分析もないし、

調査事業に関する改善案も示されていな

い。少なくとも原因分析はするべきであ

ろう。 

調査は理論的に適切な方法で行ってお

り、アンケート調査として有効な回答が

得られたと考えておりますが、ご意見に

つきましては、今後のアンケート調査の

実施に向け、十分留意してまいりたいと

考えております。 

なし 

 


